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令和６年９月30日 議会のあり方調査研究特別委員会 議事録 

11時04分 開会 

 

○出席委員 （８人） 

   委 員 長 寺岡 公章 

   副委員長 末広 天佑 

   委 員 豊川 和也、山代 英資、岡  和明、小出 哲義、小田上尚典、 

        細川 雅子 

○傍聴者 なし 

 

○寺岡委員長 皆さん、おはようございます。 

  ただいまから議会のあり方調査研究特別委員会を開きます。 

  本日、局長、議長が公務でおられませんので、お知りおきをお願いいたします。 

  今日は、モニター制度の調整ということでタイトルを打たせていただいております。前

回、それぞれから企画書を出していただいて、それについてプレゼンをしていただいたん

ですが、そもそものところがまだお互いの方向が違うのではないかという確認が改めてで

きました。最後に、モニターとは何か、まず共通のものを持っておかなければ議論になら

ないのではないかということで、次回その辺りを調整してまいりましょうということで本

日を迎えております。 

  そこで、今回、サイドブックスに、令和５年３月２日の議会改革特別委員会のものを付

け加えさせていただきました。私たちの前任者がモニター制度についていろいろ資料をつ

くってきたものを事務局に掲載してもらったものです。過去、こういったものを準備しな

がら協議をしてきたという参考資料として、載せさせてもらいました。 

  この会議でも出てきましたように、当時の議会改革特別委員会で、モニター制度につい

ては、次の委員会に判断を任せるといった紹介もありました。要は議会改革特別委員会の

中でどういったことが意見交換されていたかというものです。これも一つの、委員会、大

竹市議会として歩んできたものの一つとして捉えておく必要があるかと思いますので、改

めて載せさせてもらったところです。これも資料として参考にしながら、今後の進むべき

道、また判断、そこに活用していただきたいと思いますので、御紹介をしておきます。と

いうかこれを知っておかなければ、２年前、３年前と同じ議論をしてもしようがないとい

うところありますんで、こういうのも見とってもらえたらと思います。 

  それでは、入っていきたいと思いますが、冒頭に御案内したように、モニターとはの共

通認識をしっかりしておきたいと思います。前回のプレゼンの中では、理念・目的・手段、

この辺りがまだまだばらばらで表現されていたかなというところがありますので、そうい

ったところを今日、まとめられればいいかなと思います。 

  モニターとは、改めて御紹介できる方いらっしゃいますか。 

  手段というより、まず、理念、目的辺りから固めていきたいんですけど。 

○小田上委員 手段よりも理念、目的ということで、議員が何をしてるか、議会が何をして
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るかというところをまず知ってもらうのが一番かなと思います。市民に分かりやすく、開

かれたものにする作業として、どこが分からないのか、伝わってないのかを知るためのツ

ールなのかなと今は考えてます。以前の議会改革特別委員会のときに考えてたモニター制

度とは少し違いますが、具体的に何か市民の方に入っていただいて、政策とかそういう意

見をいただくのではなくて、議会の仕事が伝わってない部分をどこかあぶり出す。それを

伝える努力をするという一助になるようなモニター制度がいいのかなと今考えてます。 

  以上です。 

○寺岡委員長 政策ではなく議会・議員の仕事をというところですね。これは仕事には役割

も入ることでしょうね。これも主には目的だと思います。 

  ほかはどうでしょう。 

  山代委員 

○山代委員 私も小田上委員とほぼ同じような感じではあるんですけれども、市民の方に議

会を周知するための知恵を拝借したい。それと、その知恵を拝借した上で、運営改善に関

してのフィードバックを行っていただきたいのが主なところにはなろうかなと思います。 

○寺岡委員長 この場合の議会を周知というのは。 

  はい、どうぞ。 

○山代委員 大竹市民の方で議会があるというのを知らない方はいらっしゃらないと思うん

ですけど、議会が何をしているところと、どういうふうなことを、どのように決めている

のかというのをはっきりと分かっている市民の方ってあんまりいらっしゃらないようなイ

メージで捉えてますので、そこをもっと周知したいと思います。 

○寺岡委員長 これも、何をするところか、平たく言えばそういうところですよね。何をし

ているか。するところか。こういったところだと思います。これも前回の表現の中に含ま

れていたと思います。 

  あと皆さん、これ以外の捉え方何かあります。 

  こういったところにもう集約されるというところでいいですかね。あんまり細か過ぎて

もなんで、大枠はこれ違うよという方、特にいらっしゃらないようですが、大きくはこれ

でよろしかったですかね。分かりました。 

  ということであれば、前回の議会改革特別委員会から引き継がれて、モニターという以

前の問題として、議会の在り方としていろいろなアイデアが出てきました。それが、今も

実際に取り組んでいる、今まで取り組んできた議会だよりへの議会の仕組みの紹介であっ

たり、議会中継の公共施設での放送、それらも手段の一つではあったかなと思います。 

  このたび、改めてモニター制度がテーマになって、具体的にどうしていきましょうかと

いう話になっていくんじゃないかと思うんですよ。 

  前回出たものを、さらに「まとめ（改）」ということで資料にプラスさせていただいて

います。 

  目的・ねらい、目標・期待、方針、具体的な活動内容にちょっと踏み込んで、後半部分

で、課題であったり、切り口、ほかの自治体の紹介というのもいただいているところです。

この後の手段をどういうふうにしますかというところです。 
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  岡委員。 

○岡委員 先に進む前に、ちょっと今出てるだけのところで、いろいろどうかなと思うとこ

ろがやはりあって。まず、市民に議会がどういうものかというのを知ってもらうという話

については、そもそもがモニターというのは非常に少数ですよね。この少数がやっていて

も、市民がどれだけ知るかということ、これはまず考えないといけないですね。例えば、

教育委員会というのは５人かそこらでやってるわけですけれども、教育委員会の動きを一

体どれだけの人が知ってるでしょうか。モニター制度も、うまくやらないとそういう感じ

になってしまう。 

  それからもう一つ、知恵を拝借するという話が今出ましたけれども、私はそれは、議員

が自己改新という議員の根本的なところをちょっと放棄してるような感じがします。もち

ろん知恵とかいろんな情報を市民から集めても別にいいんですけれども、それをわざわざ、

本来議会の中で互いに討議して、おかしいところはおかしいとし、いいところはいいとこ

ろで吸収していく。そしてさらに、議会そのもの議員そのものが高まっていくのが本来な

のに、さらにそれに監視役、監査役というのがあって、知恵を拝借するというのは、私は

非常に抵抗がありますので、このままモニター制度をやりましょうというふうに行くのが

いいかどうか。他の資料に紹介されてる自治体の話とか、あと議会報告会をこの間やって、

モニター制度というのを今導入するのがいいかどうか非常に疑問に思っています。 

○寺岡委員長 根っこのところで心配な部分というのが出てきました。 

  これについて何かありますか。 

  小出委員。 

○小出委員 ちょっと似たところがあるかもしれないんですが、このモニター制度について

話し合っていくということは、非常に前向きないいことだと思うんですが、そもそも今の

議会であるとか議員に何が足りてないからこのモニター制度が必要なのかというところを

まず最初に考えていかないといけないんじゃないかなと思うんですよね。やはり何度も言

うように、モニター制度ありきで議論を進めていってはいけないと思います。確かにモニ

ター制度をつくればこんな効果があるよねといういろんなことは、この効果は想定できる

んですけど、例えば、家で大きな車を買えば、遠くまで家族が一緒に旅行ができるよねと

か、あるいは、別荘を買えば、休日が別荘で楽しく過ごせるよねというのは分かるんです

けど、何で我が家に大きな車が必要なのか、別荘が必要なのかというところをまず考えな

いと、その入り口の部分を間違えると、ちょっと間違った方向に進むんではないかなと思

います。まず、今の議会であるとか議員に何が足らないから、何が不足してるから、モニ

ター制度が必要なんだという辺りをよくよく検討しないと、まずそこ、そういった部分を

検討していかないといけないんじゃないかなと思います。 

○寺岡委員長 先に、議会・議員で何が足りてないのかが分からないから、分からないこと

が分からない、だからモニターが必要、見てくれる人が必要と考えていくという手順とい

うことですよね。何が足りていないのかというのを私たちのほうで分かった上でというこ

とですかね。 

  ちょっと広がってきてはいるんですが、何かあります。 
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  末広副委員長。 

○末広副委員長 何かモニターという言葉にとらわれ過ぎてるんじゃないかなと思ったりは

するんですけど。世間的なモニターで言えばおっしゃるとおりなところもあって、なかな

か成功例もないところもあるので、それを真似てうまくいくかといったらなかなか難しい

のかなというのもあるんですけど。また範囲が広がるかもしれないんですけども、小出委

員のおっしゃったまずモニターというところ。前回、報告会もモニターの一つなんじゃな

いかみたいなことも私も言いましたけど、結局今足りてないものというと、前々から小田

上委員もおっしゃってましたけど、議員が何やってるか、足りないというところどうやっ

て知ってもらうのかというところですから、例えば、投票率の問題だったり、そこら辺は

もう皆さん御存じのとおりだと思うので、そういうところをまず洗い出してというか、ま

ず整理して、モニターというものがまず何かというのを、前回と同じこと言いますけど、

絞っていく必要があるんじゃないかなと思います。モニターという言葉にまず縛られてほ

しくないなと思います。 

  以上です。 

○寺岡委員長 そうですね、前回、前々回と基本的には同じような感じで言われたんですけ

ど、これまでの委員会内での取組では足りていないということですね。もっとワークシー

トをして、手段を幅広くやってという、そういうことですか。でも、それをやったから今

モニター制度というふうになってるんですかね。その辺はどう整理しましょうか。 

  はい、どうぞ。 

○末広副委員長 結局、まずモニター制度というのが整理ついてないと思うんです。知って

もらうというところの手段で、確かに世間でいうモニター制度ではあると思うんですけど、

そこの手段として、どこに絞っていくか、どこに焦点を当てていくかというところじゃな

いんですかね、今回の話って。モニターはモニターなんですけど、モニターという定義が、

まだ皆さん認識されてないですよね。だから、世間でいうモニター制度という言葉に縛ら

れてほしくないなというところではあるんですけど。 

○寺岡委員長 言ってることはすごい分かるんですよ。皆さんも多分分かっておられると思

います。一般的なモニターに縛られたくないと。何かあれば。 

  はい、どうぞ。 

○細川委員 副委員長がおっしゃったような一般的な、私たちが一般的に何か商品のモニタ

ーというのに、あの形に縛られないというのはそのとおりかなと思います 

  どういう手段を取るかは今から考えることであって、最初に議員・議会は何をしてるか

知ってもらうとか、議員が分からないところを、市民が分からないところについておっし

ゃっていただくとかを言っていただくのが目的だと思うんですよね。だから、そのために

はどういう形がいいかというのは、また議論を深めればいいんじゃないかなと思います。 

  そもそも、この特別委員会で話ししてきたことというのは、議会の議員の成り手不足。

直近の２回の選挙を通して、もっと議会に興味を持っていただいて、自分が議員になろう

という人たちがもっと増えてほしいという辺りの思いから出発してると思うんですよね。 

  前半では、議会側から市民にもっと広く発信する方法をやってきたと思います。テレビ
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中継から始まって、ユーチューブ、ここの中だけでなければ広報広聴特別委員会とかでも

いろいろ協力していただいて、議会からどう発信していくかというのを今までずっと私た

ちにできることをやってきたと思います。そこは取りあえず一段落したところで、今度は

市民の方にもう少し主体的に参加していただける方法ということでのモニター制度だと私

は考えております。議会から言って一方通行じゃなくて、向こう側からもフィードバック

という言葉もありましたけれども、もうちょっと議会に主体的に参加していただいて、あ

ちらの意見をしっかりと聞いて、キャッチボールもできるようなというね、そういうのを

今回は考えてるんじゃないかということでのモニター制度だと思ってるんですけれども、

先ほど岡委員が、もっと広く知らせる方法を考えたらどうかといった御意見もありました。

前半である程度考えて頑張ってきたんじゃないかなという思いがあったんで、次のステッ

プに行ってもいいんじゃないかなという、そういう時期じゃないかなと思ってます。 

○寺岡委員長 言葉の捉え方というところで、出どころからちょっと違っているということ

だと思います。ちょっと５分ほど休憩しますので、先ほど紹介した令和５年３月２日の特

別委員会の協議資料、どういうことが協議されたかというのを御覧いただけますか。 

  11時半過ぎぐらいまで、５分程度取ります。休憩します。 

11時26分 休憩 

11時29分 再開 

○寺岡委員長 再開します。 

  中身はまたしっかり御覧いただくとして、過去の委員会でどのような話がされてきたか

傾向は皆さんつかんだんではないかと思います。 

  いわゆるモニターという言葉について、前回の委員会ではこのように資料を準備して意

見交換がされていた。それで、今発信しました資料が、令和５年６月議会であった議会改

革特別委員会の中間報告の案です。本当はホームページを見るのが一番なんですが、ちょ

っとホームページはシェアできないので。案ですが内容はほとんど変わってませんので、

せっかくなんで読みますね。 

  そうした中、議員の成り手不足解消の関連から、市民に信頼される議会等を目指すモニ

ター制度導入の提案が委員の中で出され、実施の可否を決める前に既に実施されている他

の自治体議会の資料等が必要ではとの意見が出され、各委員による資料提出が行われ、資

料に基づき協議しました。しかし、各項目に関する事項が大きく複雑であることに気づき、

今期の任期中の完結は無理であることが委員会で認識され、モニター制度の賛否及び完結

は前向きに取り組む姿勢を保ちながら、改選後の新議会に委ねることになりました。 

  ということで、私たちのこの委員会が立ち上がって、前回の議会改革特別委員会からの

引き続きという意見もありました。なので、前回どのような議論をされていたかは外せな

いのではないかなと思います。 

  先ほどの趣旨の部分について、どのようにやっていくかという細かな手段について、こ

の１年間かけて取り組んできたところが大いにあると思います。今回、改めてモニター制

度をテーマにしておりますので、この意味でのモニター制度なのではないかなという認識

を私は持っていたんですけども、前回の委員会からの議会、行政の連続性というところを
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あまりむげにもできないとこもあるんですが、どういうふうに扱っていきましょうかね。

前回、議会からという発言はたしか小田上委員がしてくださったと思うんですが、どのよ

うに認識しておられますか。 

○小田上委員 今日の冒頭、前回から少し個人的な考えは変更があると言ったんですが、こ

の中間報告について、自分自身の捉え方は、議会モニター制度というものは引き続き検討

していかないといけないんじゃないかという１点で、中の部分については、時代も変わる

し。あとはこの思いを変えた最大の理由というのが、やはり議会報告会をもっと機能させ

たいと思ってまして、日頃から議会報告会は、議会のことは分からないんだよということ

に終始してしまってる印象がありました。その議会でどういう議論が交わされるのか、ど

ういう方法なのかを知っていただいたそこの作業をモニター制度とかでしていくほうが、

ほかの報告会とかにもいい影響があるんじゃないかなとかと考えてるところです。 

  ただ、前回の議会改革特別委員会の中で、この方法がいいよねというところまでたどり

着いてないんですね。議会改革特別委員会の中で方向性を出すのが難しいというところで

終わってますので、当初想像していたものと違うものになったとしても、むげにしてると

いうことではなくて、前回の議会改革特別委員会の意思を引き継いで、モニター制度はど

ういう形が大竹に合うんだろうという模索をすることで、しっかり意思を引き継いで、大

竹に合ったものをつくるという形につながるのでいいのかなと考えてます。なので、前回、

具体的にこれがいいという話を全くできてないので、この委員会の中でこれがいいよねと

委員で、みんなで思えるような制度がつくれたらいいかなと思ってます。 

  以上です。 

○寺岡委員長 前回の委員会の申し送りからもう少し幅を広げてもいいんじゃないか、もう

ちょっと研究していっていいんじゃないかという御意見だったと思います。それを決める

のは私たちなんですけどね。 

  再三申し上げているのが、去年の９月以来、意見交換をする中で、モニター制度という

言葉そのものは出ませんでしたが、これまでのメモを全部読んでいただいたら、この辺り

についても話をそれなりにしていて、ワークシートを通じて手段を選んできたという経緯

があるんですよね。ですんで、皆さんがそれじゃまだ足りないよということであるのであ

れば、また細かな手法というのは全く別物を考えてもいいですし、先ほどの小田上委員の

言葉を借りれば、モニター制度の色合いを議会報告会に乗せれるような報告会の改善とい

うのも一つのやり方だとは思いますよ。それを皆さんが了とするんであれば、もちろんそ

のほうに進んでいって、委員会でまとめて、議会全体に提案していくという運びになりま

す。皆さんが何をしたいのかというのが、ちょっとまだ意見、ぼわんとしたような感じに

なってるんで、そこをもうちょっと、自分はモニター制度という意味合いでこれをしたい

というのがあれば、私としても大変まとめやすいんですけれども。 

  岡委員。 

○岡委員 いろいろ考えて、モニター制度というのの特徴は、モニター制度そのものが実は

閉じた制度なんですよ。つまり、議会がよく分からない。そして、議会がなんか閉鎖的だ

からというんで、市民を何人か引き入れて、ちょっと空気を入れて、何かちょっと開いた



（６.９.30） 

－7－ 

感じにしようと、こういうんだろうけども、実はよくよく考えてみると、モニター制度そ

のものがとっても閉じた制度なんですよ。言ってみれば教育委員会みたいな感じになって

しまうと思う。 

  教育委員会も本来は市民の合議を、何人か代表を選んで合議して、一部の教育行政者だ

けが決めるんじゃなくて、開いた制度と思ってるんですけど、実際はどうなってるかとい

うのは皆さん感じたことありますか。例えば、皆さん教育委員会の議事録を読んだことが

ありますか。私はＰＴＡの会長を何回かやって、そういうのもあって、教育委員会の議事

録って割と読んでるんですよ。だけど、その内容も、言ってみればこれどういう意見よと

いうのも多いし、あと何よりも知らないですよね、市民が。教育委員会が何やってるかと

か。やっぱりどうしても閉じた制度なんですよ。 

  だから、今モニター制度というのをつくると、議会が例えば閉じた制度だとして、実際

私は閉じてないと思うんだけど、閉じていると思われてるから、何かもっと開かなきゃと

いうふうに議論してるわけじゃないですか。でも、モニター制度をつくるともう一つ閉じ

た制度をつくることになると思う。まずほとんどこれ、５人か10人やっても、そんな感じ

の制度になってしまうでしょう、多分。そして、そうなると、私が前回の資料に書いたよ

うな負の面がいろいろ出てくる。例えば、夜間休日にやるから職員の負担は増えるし、市

民もまたさらに市民の役職ができて、５人とか10人に関してと市民の負担は増え、その中

に場合によっては思いつきにすぎない無責任なことを言う人も残念だけど出てくると思わ

れる。そしたらまたそれに振り回される。議会がそれに振り回されて、さらに、さっき言

ったように、議員というのは自己改新の能力ってないのかという、そういう疑いも何かま

き散らしてしまう、そんなイメージも広めてしまう。そういう負の側面がどんどん出てく

るんじゃないかと私は心配します。 

  だから、結局モニター制度については、前の委員会からも引き継いでやってるからとい

う話もあるんだけど、今、私はモニター制度に突き進むんじゃなくて、モニター制度の話

は棚上げして、もうやらないというんじゃないけど、取りあえず棚上げして、別のもっと

有効なやり方を探したほうがいいと思う。 

  じゃあ何やるかというその提案ですけど、今してもいいですけど、もうちょっと今の、

長くなるから、提案しますけど後にしましょう。 

○寺岡委員長 例えば、今の岡委員のモニター制度は、狭義の手段としてのモニター制度で

お話をされましたよね。ほかにもいろいろあるけど、小田上委員は、広義の意味での目指

すところ、目標としてのモニター制度を達成するために、こういう心持ちでやっていくと

いうところだと思うんですが、話がかみ合いにくくなってるんですよね。 

  末広副委員長、どうぞ。 

○末広副委員長 今の一般的なモニター制度といえば成功例も少ないのでと同じこと言いま

すけど、そこを言ってるんではなくて、例えば、ほかの市町なんかは小学校、中学校に向

けて、出前授業でモニター制度をやってるところもあるんですよね。それは別に広い意味

でのモニター制度だと私も思いますし、例えば、今回、議会だよりでやった議会の仕組み

を載せることだったり、ＳＮＳで載せてみるのも広義の意味でモニター制度と捉えてもお
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かしくないと思うんです。そこら辺が広義過ぎて、今のところ絞れてないので、そこを絞

っていく作業を、議論をするんじゃないんですかね。 

  以上です。 

○寺岡委員長 モニター制度というのは、前回のワークシートを取った以降から名前が出て

きたんですよ。それまでもちろんありましたよ。ぽつりぽつり出てきてましたけども、そ

れ以降、ここでもモニター制度と使うようになったんですが、そういった意味で言えば、

もう９月からやっとるんですよね。広報広聴特別委員会でもやってるんですよ。この中で

は確実に議論を積み重ねてきている、モニター制度という言葉が出てきた。また、１年前

と同じ議論をしてもいいんですよ、手段を選んでいく作業をもう一回やっていってもいい

んですけれども、そこら辺りがちょっとまだこの会議の場で、何か言葉に踊らされてると

いうか、そういう気がするんですよね。ですんで、ちょっと強引になりますが、整理をさ

せていただいて、狭い意味でしょうけども、いわゆる食品モニターみたいなもんですよ。

何かを食べて、サンプルを送って、感想を聞きましょう。食品モニター、番組モニターあ

りますよね、テレビ見て、こういった感想を聞かせてくださいという。広いアンケートじ

ゃなくて、定点的に観測していくためのものだと思うんですけれども、そういった狭義の

意味のモニター制度の手段・手法をこれから詰めていくかどうかを、まず皆さんの御意思

を聞きたいと思います。そっちのほうにしていくか。それともアンケートを取り直して、

目的をここら辺にもう一回はっきり置き換えて、これまでみたいなワークシートをもう一

回やって、あれを達成するためにどういう方法がありますねというのをやり直すか。どち

らがよろしいか。それをちょっと伺わんと、違う方向に絶対行きますのでね。それ、皆さ

ん、でも今まで議論を重ねて、それぞれの御意思ってもうお持ちだと思うので、それを表

現してもらおうかと思います。 

  今日午前中には何とか終わらそうと思うので、今日、その狭義の部分を一旦排除するか

どうかを決めたいと思います。もしやるんならやるであとは制度設計していくだけですか

ら、まとめていくだけですからね。もう一回ワークシートとか取り直して、これについて

どんな手法がありますかというのを上げていくんだったら、僕も組み立て直さないけませ

んから、それをちょっと皆さん、これまでの御自身の発言とか、ほかの皆さんの御意見を

チェックいただいて、５分後ぐらいに決を採ろうかと思います。一旦、手段としてのモニ

ターを置いとくか、もうそっちに進むか、それを決めたいと思います。 

  委員長としては、これはでも５月の時点で終わっとるんですよ。でも、まだまだ言葉の

捉え方が不明確であったところもあるんで、改めてやらせてもらおうかと思います。 

  岡委員、どうぞ。 

○岡委員 今回、新しい他の自治体の例とかというのも、前回ですけど、上げてくれた人が

いて、そんなのを見たりとか。なので、そういうような新しいいろんな情報を入れると５

月の段階で終わってないし、今、棚上げにしても全く問題ない、問題ないというか、棚上

げにすべきだったらもうはっきりと棚上げにすべきだと私は思います。ただ、その前に今

の段階で次に何ができるかという話も分からないうちに決を採るというのはよくないです。 

○寺岡委員長 それは、一旦そのようにお考えの方もいらっしゃるし、まず白黒はっきりさ
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せて次に行こうという方もいらっしゃるので、そこは一旦区切らせてもらうと思います。 

○岡委員 そうではなくて、次に何をできるのかどうかというのが分からないと、これを本

当に棚上げにするのがいいのかどうかというのもちょっと分からない。もう少しこれは何

ができるかをちょっと意見を出したほうがいいです。 

○寺岡委員長 それはこれまで１年間やってきたと思います。それだけ皆さん意見交換され

て、時間をかけて、月に１回も２回も集まって、会議をしてきたんですよ。これまでアン

ケートとかワークシート、御自宅ですごい集中して作ってこられてきたものがあるじゃな

いですか。それを見るだけでも様々な手段書いてありますし、それをまた、新しく意見が

あるんであればそれに加味させていくでいいと思うんですけれどもね。 

  これは運営の仕方ですので変えることはありませんが、発言を許します。 

○岡委員 議論が深まるということを委員長は考えていないんでしょうか。議論が深まる、

あるいは知見が深まる。そうなると、新たにもう一度ここで議論して、次の方向を出すと

いうのは当たり前のことなので、あまりにも硬直した運営はしないほうがいいと思います。 

○寺岡委員長 私のこれまでの活動の判断の中で決して硬直しているとも思いません。逆に、

１歩、２歩立ち止まって、１歩、２歩振り返って、見詰め直す、後戻りすると思っており

ます。これまでの積み重ねと、新しいものを合わせて、よりよいものができればいいんじ

ゃないかと思いますので、そのようにやらせていただきます。 

  細川委員。 

○細川委員 発言の許可をありがとうございます。 

  まず、モニター制度について、モニターという言葉を、この際変えたらどうかと思いま

す。議会報告会が議会報告会という名称を使ったばかりに、どうしても報告会から抜け切

れないところが、受け手側も発信側もあるんで、モニターという単語を使っているので、

今すごく食い違ってるような気もするので、前進するならこの言葉をもっと、今でも適当

な言葉は私が思いつかなくて申し訳ありませんが。 

  大事なのは、これからやっていこうというこの目的の部分が一致してるかどうかだと思

うんですよね。そこが一致してなかったら何を話ししても駄目だし、ここで一致できるん

だったら、次どうしようかな、次のステップに進めると思うんですけど、どうなんでしょ

うか。 

○寺岡委員長 それについては、資料のモニターに関する着目点（まとめ）改、前回からプ

ラスしたものをご覧ください。目的・ねらいというところは、それぞれが出している意見

に対して大きな反対というのはないんじゃないかなと思います。これを一つの文章にする

のはちょっと手間ですけれども、（仮称）モニター制度をするときにこれを目的としまし

ょうというのは考えられるんじゃないかなと思います。それを今日、表現してくれて、そ

れについては大きな擦れ違いというのはないと思いますけどね。 

  細川委員、どうでしょうかね。 

○細川委員 私は大きく違ってないと思って考えたんですけどね。今日いろいろ皆さん発言

されるんで、もしかしたら違うかもしれないと思いだして。 

○寺岡委員長 恐らく全く違う認識を持たれてる方はいらっしゃらないと思いますけど、こ
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この目的・ねらいについてどうでしょうかね。手段はともかく、目的・ねらいについては

ないですね。ありがとうございます。 

  小出委員、どうぞ。 

○小出委員 確かに目的については、各委員で上げたものが列挙されているんだと思うんで

すが、ただ、その目的について、その実現のために本当にこのモニター制度を採用すべき

かどうかという辺りの検討がやっぱり必要だと思います。拙速に多数決で行く方向に絞ら

ないほうがいいんじゃないかなと思うんですが。入り口の目的の部分ですから、もう少し

審議したほうがいいんではないかなと思います。 

○寺岡委員長 拙速というより、これまで皆さん考えてきたでしょう。少なくともこれがテ

ーマに上がって２か月丸々ありますが、その間にしっかりお考えいただいてるもんだとば

かり思ってましたが、もう少しお時間要りますかね。 

  岡委員、どうぞ 

○岡委員 その点はさっき言ったとおりで、議論が深まる、あるいは知見が深まるというこ

とをあんまり委員長は考えておられないんだと思うんですよね。前半、ここの第一ラウン

ドも、だんだん話が煮詰まってきて、最後に議会だよりで豆知識というのをやろうとなっ

たときに、最後の最後はもうどたばたで、せっかくどういう製品ができていくかというの

が大分煮詰まったところで、今からあの議論が始まるのかな、細かい製品をどういう製品

にしていくのかという話を今からするのかなと思ったら、もうあと１回しかないからこの

製品を出して、あんなもんになってしまったわけですよ。だからもうちょっと柔軟に運営

したほうがいい。はっきり言って委員長はタイムテーブル、スケジュール出しておられま

すけど、あれも一見いいようだけど、実はかなり硬直してて、ここまででこれやるという

のは、最後の本当に製品作るところがどたばたになってしまうんですよ。もう少し柔軟な

運用というのをしたほうがいいと私は思います。 

○寺岡委員長 小田上委員。 

○小田上委員 この時間を中身の時間に使えると一番いいなと思います。 

  モニター制度という名前のせいで話が進まないんだなというのは前々回ぐらいから思っ

てて、僕個人はやりたいのって、ずっと最初から提案させていただいてる、やりたいモニ

ター制度って別によそがやってるモニター制度じゃないので、モニター制度という名前じ

ゃなくていいなと思います。市民参加制度とかそういうのでいいし、市民に議会の中にど

う参加してもらうのがいいか、何を求めてるかと考え直していくほうが、別にモニター、

そういう意味で使ったんじゃなくて、市民の方に参加してもらう制度の仮の名称としてモ

ニターという使い方をしたつもりだったので、この委員会ができて当初提案させてもらっ

た僕自身も責任があるなと思ってます。岡委員言われたとおり、今までよそがやってるモ

ニター制度は人数が少なかったりもあるし、硬直、例に挙げたところも分かる部分はあり

ます。なので、議会の運営の中で、何でこうなんだろう、何でこうなんですかというとこ

ろをいっぱいもらえるような環境をつくっていって、それを分かりやすく説明するときに

は、確かにこれって非効率だよね、よくないよねというものを議会が変えていく、業務改

善をしていくための制度かなと捉えてたので、モニター制度を。それが市民の方にいい方
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向、市全体にいい方向に寄与できればと思ってたので、別にモニター制度という名前でも

何でもなくてどうでもいいんで、市民の方に参加していただいて、議会を理解していただ

いて、よりよくするというところに関して注力していきたいなと思います。目標とか目的、

委員長のまとめていただいた最初二つというところは、大体もうコンセンサス取れてると

思うので、一致してると思うので、その方向性もまだ幅が広いので、そこ狭めていく作業

は要ると思いますけど、その作業をして、市民参加を促すためにはどういう仕組みがいい

んだろうという順番に行かないと、今モニター制度が云々という話ししても進まないなと

思ってます。 

  あと、期限決めてやらないと、僕はいいものはできないと思います。その中で、プラス

で猶予が要るものに関しては、委員長、これまで猶予つくっていただいているものありま

す。議会の中継に関しても、もう少し時間をくれということで修正をしたりしてやってま

すので、決して柔軟ではないということではないと思います。柔軟だと思います。期限決

めてやっていかないと、いつでもいいよと言われたら仕事できないです。僕は。 

  以上です。 

○寺岡委員長 細川委員、どうぞ。 

○細川委員 モニター制度という名称に関しては、小田上委員と意見一緒です。 

  先ほど運営が硬直してるんじゃないかといった御意見があったんですけども、私自身は

スケジュールを決めながら、場合によってはスケジュール感もまた変えていくこともある

という発言もされてますので、委員長のこのスケジュールを決めた運営の仕方が硬直して

いるとは私自身は考えてません。委員の意見とか、進捗状況を見ながら、スケジュールは

また見直していくお考えがあったと思うんですけど。 

  ちょっと今日の委員会やって感じたんですけど、やっぱりお二人からは、どっちかとい

うと市民に何とかしてお知恵をくださいという前に、自分たち議会自身がもっと変えれる、

自己改革できる部分をもっと考えたらどうかといった御意見に聞こえたんですよね。だか

ら、もう一回最初の目的に戻ったらどうかと思ったんですけど、というのは、市民の皆さ

んに御意見をいただきましょうという、そっちが重点なんですけど、今日のお二人の委員

からは、もっとその前にやることあるんじゃないのと聞こえてきたんで、そこが違うと全

然方向性が違ってくると思うんですよね。だから、ちょっとスケジュール遅れるかもしれ

ないんですけど、そこら辺の皆の意見を一致させたほうがいいとは思います。 

○寺岡委員長 なるほどね、大体整理がつきました。 

  今後、モニター制度というこの言葉の使用は、先ほどあった手段として用いる場合、食

品モニターとか番組モニターという場合のモニターに利用するようにしますね。 

  目的に立ち返った広義の目標とか、ここら辺の部分は市民に参加してもらう制度、これ

に戻しますね。一応これで統一していこうかと思います。 

  ただ、そこで、私もちょっと疑問なのが、前回出していただいた企画書案がもう手段の

ものも結構あったり、それから、５月のワークシートのときに、モニター制度が上がって

きたんですが、それまでの取組の総称よねというので疑問にも思われなかったんかなとい

うのがすごい引っかかるんですよ。じゃないと、この１年間の議論の継続性がないので、
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僕も捉え方を訂正しないといけないんですよね。 

  小出委員。 

○小出委員 それが最初のテーマ決めのときですよね。テーマ決めのときにいろんなテーマ

が、６つのテーマが上がった中で、ただ、前回の会議のときに、選挙時期の変更であると

か、あるいは議員定数の話であるとかということがこの委員会で話すテーマに上げないと

いうことが決まった。最初の４月、私１人だけではなくて各委員の中からも複数、選挙時

期や議員定数についてテーマとして上げたから６つのテーマに残ったと思うんですけど、

前回の会議では、選挙時期について最初にテーマとして上げようとしたときに手を挙げた

人たちが、どういうふうに自分の中で意見をまとめたのかなと非常に疑問に思ってるとこ

ろです。この今回のモニター制度についても、モニター制度を具体的に一つのテーマとし

て詳しく話していこうという中で深まっていくところもあると思いますので、そういった

中で、先ほど細川委員から、自分たちの議員であるとか、今の議会での自浄能力によって

改善すべきところがあるんじゃないか、まず最初はそこを考えるべきではないかというこ

とは、非常に私もそう思っておりますが、モニター制度の目的がはっきりしないことが非

常に私自身すっきりしないんですよね。ただ、前回の中間報告の中で、議員の成り手不足

であるとかというところを上げられている、モニター制度という名称は別にしても、議員

の成り手不足解消ということを一つの大きなテーマとして、一つの手段として取り組むん

であれば私は賛成です。そのモニター制度の中身もありますけど、そのことについて話し

合っていくことは非常に有意義だと思います。 

○岡委員 ですから、議論が深まるとか考えが深まるというのはあるわけだから、５月のと

きどうだったかということを言ってもしようがないんですよ。だからそれは柔軟に運営し

ていかなければならない。それで、例えば、この間実際に何もなかったんじゃなくて、例

えば、議会報告会でまさにあるべきモニター制度みたいなのが自然発生しそうになってた

んですよ、何回も何回も。市民が議員の意見を聞いて、市民と議員の間の討議に発展しか

けていたんですが、しかし何回も何回も、議員は個人の意見を言う立場にはありませんか

らと何回も何回も水をかけ、火を消そうとしてたわけですが、議会報告会の建前はもちろ

ん分かります。ただ、あれを例えば発展させるということもあり得るんですよね。そうい

うふうにすれば、さっき言ったモニター制度みたいに５人か10人選ぶんじゃなくて、全市

民誰でも参加したければ参加できるし、そして、あそこに行って議員とやり合って結構面

白かったというか、あのときどういうときに盛り上がったかと、私たちはＣ班だったんで

すけど、Ｃ班が盛り上がったのは、そういう市民が議員に何かちょっと意見を吹っかけて

きて、そのときのＣ班の委員長は寺岡議員だったんだけど、議員は個人の意見言う立場に

ありませんからというのを何回も言ってて、水をかけて火を消しかけたんだけど、それで

も市民が議員の意見をということで、じゃあ議員も意見言いましょうということになって、

言い始めたときが一番盛り上がったんですよね。それは間違いないですよね。だからあれ

を発展させることはできるんですよ。あの段階で、ある意味あるべきモニター制度みたい

なのが自然発生しかけてたんですよね。実際に小さい局面で発生してたんですよ。だから

何がいいかというと、さっき言ったように、５人、10人の選ばれた市民の閉じたモニター
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制度をやるんじゃなくて、誰でも来れるし、あそこで議員と市民を、場合によってはけん

けんごうごうで議論して面白かったよという話が広まれば、あそこに誰でも来れるわけだ

し、年齢制限なんかも要らない。モニター制度だったら年齢制限しないといけないでしょ

う。例えば、小学生来たり中学生来たら、来るというわけじゃないけど。さっきから言っ

てる負の面、例えば、職員の負担が増えるとか、こういうのもなく、財政負担が増えると

かというのもなく、かつ、あの議論って議員もやりたかったでしょう。私もう何回もこれ

言いたかったんだけど、いや議員個人の意見は言う立場じゃないと何回も言われて言えな

かったというのもあるし。 

  そして、あと、モニター制度というのをやる、１回制度としてやり始めると、もういろ

んな調整が難しくなりますよ。だから柔軟な運営というのを考えても……。 

○寺岡委員長 また広義と狭義が混じっているので、今の発言の中でも、そもそも議会報告

会については、もう１個のテーマに上がってて班長会議の返答待ちですし、今御紹介いた

だいた心情については、もう10年も前からそうだよねという話はされてますので、ちょっ

と今のは御発言としてはもちろん認めますけれども、ちょっと置いときます。 

  さっきはこの狭義の手段としてのモニター制度について、ちょっと一旦置いときましょ

うかという話をしたら、いやいやちょっと待ってくれと言われましたが、でも岡委員は、

狭義の意味のモニター制度はやめてとおっしゃられるし、ちょっと整理がつかないですね。 

〔発言する者あり〕 

○寺岡委員長 今は駄目です。ちょっと待って、ちょっと待って。 

○小田上委員 委員長の進行に従いましょう。 

○寺岡委員長 取りあえず、名称についてはいいですね。今度から、モニター制度とは手段

としてのいろいろなものを意味する。市民に参加してもらう制度というのに、これで使い

分けるというところでいいですね。これもう一回改めて聞きますね。 

  まだ議論が深まってないという方もいらっしゃいますし、次にもうちょっと深めたいと

いう御意見もあります。いやもう深まってるよという方いらっしゃいますか。もうちょっ

と話したいですか。どうですか。 

  小田上委員、どうぞ。 

○小田上委員 多分、目的とか理想とかというのは大体一緒なんだろうというのはさっき触

れて、やっぱり具体的なやりたいやり方をすごくお持ちの方もおられるし、ないけどこう

なったらいいよねというふわっとした形をお持ちの方もおられるので、どういう形でやっ

ていくのが市民参加を促す制度、議会に興味を持ってもらう制度としてはいいんだろうと

いう話はもうちょっとしていったほうがいいのかなと思いました。この際、モニター制度

というものじゃなくてかなと、今までの話を聞いてて思いました。 

  以上です。 

○寺岡委員長 そういったところを深める、そういったところならまだ議論の余地があるだ

ろうというところですね。もう一回この辺りについて話をしてみますか。 

  細川委員。 

○細川委員 私は市民に参加してもらう制度、どういうのがあるかでもそれでもいいと思う
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んですけども、さっき、広く市民に求めるのか、それとも、もっと議会の中でも内省して

いくのかという、そっちはいいんですか。もっと自分自身の中の反省ね。そっちはいいん

であれば、いいんですけど、そこは心配で、そこをもっと徹底的に話ししないと、また方

向が途中まで行って、また分裂するような気がするんで、もし次やるんならそこからスタ

ートかなと。 

○寺岡委員長 ほかの皆さん、いいですか。ただ、これ進行役としては、これまで出た意見

無視できませんからね。今まで皆さんに出していただいたアンケートとか、タイムライン

も含めていろいろなアイデア。この間の企画案ももちろんそうですけど、全く新しいもん

というよりも、前回の議会改革特別委員会も含めて、連続性というのを考えて、そこは無

視はできませんから、そこは気をつけておいていただかないと、ますます訳分からんくな

りますからね。どんなものがあるかを深めます。それから、議会での内省について。これ

についてはすごい簡単ですが、今日、家出る前に鏡見てない人いないと思うんですけど、

そういうことじゃないかなと思います。 

  次の会議に回したいと思います。10月は決算特別委員会が始まって、各常任委員会の先

進地事例調査がありますので、次回は11月かなと思います。11月の予定いかがですか。 

  はい、どうぞ。 

○小田上委員 小方まちづくり特別委員会なんですが、11月５日と６日で仮押さえで予定を

押さえております。ただ、５日の可能性が高いかなという状況にあります。 

  以上です。 

○寺岡委員長 一応両方外しときましょうかね。 

  ８日に西部ブロックの研修会が午後からあります。これ出発どれぐらいでしたかね。事

務局分かります。 

○中村庶務係主任主事 11月８日金曜日、呉市で議員研修会がありますので、予定している

のが１時半頃に出れたら間に合うかなと思っています。 

  以上です。 

○寺岡委員長 11月８日午前中、いかがですか。 

〔発言する者あり〕 

○寺岡委員長 11月１日金曜日の午前10時にしましょうか。じゃあそうさせてもらいます。 

  次回、（仮称）市民に参加してもらう制度、どんなものがあるか。これまでの議論の中

で出てきた議員での自浄作用、内省、反省できる力について、意見交換をしたいと思いま

す。ということは、結果的に手段としてのモニターは一旦外れますね。そのようにさせて

いただきますので、それぞれ準備をお願いします。これまでの資料、しっかり読んでくだ

さいね。自分がアンケート、ワークシートでどんなことを書いたかというのはちゃんと見

とってください。ほかの人がどういうのを書いたかというのを。流れを確認しながら皆さ

んと一緒に進めてますので、御理解いただいておかないとちょっと止まってしまいますの

で、よろしくお願いします。 

  では、今日の会議は以上で終わりたいと思います。ありがとうございました。 
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12時15分 閉会 


